[bookmark: _Hlk210053683]令和　　年　　月　　日

柏市長　　あて

　　　　　　　　　〒　　　－　　　　
申請人　　住所　　

　　　　　氏名　　
　　　　　　　　 ※押印省略可，ただし法人の場合は記名押印してください。　
　　　　　電話　　　　　－　　　　　－
水路占用等申請書
柏市法定外公共物管理条例（以下，「条例」という。）及び柏市法定外公共物管理条例施行規則（以下，「規則」という。）の規定により，次のとおり申請（又は届出）いたします。
	１　法定外公共物に係る申請等区分
	□占用許可申請書（新規）（条例第６条第１項，規則第４条）
□占用許可申請書（変更）（条例第６条第５項，規則第４条）
□継続占用許可申請書（条例第９条，規則第６条）
□占用権利義務承継届（条例第１５条，規則第９条）
□原状回復届（条例第１７条，規則第１１条）

	２　土地の
　所在
	柏市

	３　土地の
　種類
	□水路　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

	４　区分
　・面積
	□電柱・電話柱等（本柱　　本，その他　　　　　　　　　）
□水道・下水道・ガスの管等（外径　　　ｍｍ，延長　　ｍ）

□通路等（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平米）
□その他（橋梁等）（　　　　　　　　　　　　　　　　　）


	５　目的
	□通路　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

	６　占用期間
	令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

	７　工事期間
	令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

	８　工事請負者（申請代理人）
	名称

電話

	９　隣接する道路
	□市道　　□私道　　□なし　　□その他（　　　　　　　）

	１０　承継又は譲渡等の場合，従前の占用者
	　　　　〒　　　－　　　　　　（許可番号　　　－　　　）
住所　　

氏名　　


１１　添付書類
	区分
	位置図面
	工作物の種類
	その他の資料

	新規
変更
	□案内図
□公図写し
	□平面図
□工作物等の図面
	□住民票又は法人登記簿謄本
□現況写真

	継続
	□案内図
	（□工作物等の図面）
	□前許可書の写し

	承継
	□案内図
	－
	□住民票又は法人登記簿謄本
□前許可書の写し
□その他（注４）

	原状
回復
	□案内図
□公図写し
	□平面図
□工作物等の図面
	□現況写真
□前許可書の写し


注１　「平面図」又は「工作物等の図面」には，対象面積の算出根拠を記載する。こと。なお，「工作物等の図面」は，工作物等がない場合は省略可とする。また，継続占用の場合は，新規占用時の図面を添付する（省略可）。
注２　「住民票又は法人登記簿謄本」は，申請書提出日の過去３か月以内に取得したものとする。
注３　「現況写真」は，２方向以上から撮影したものとする。
注４　承継（相続又は合併若しくは分割）の場合は，「その他」資料として承継の事実を証する書類（承継先と承継元双方の意思を確認できる承継合意書，相続後の全部事項証明書（土地），合併又は分割の場合は吸収合併存続会社や新設分割設立会社などの登記事項証明書など）の写しを添付すること。
注５　譲渡，貸し付け，担保は原則禁止とする（条例第１６条第１項）。

１２　遵守事項
申請等が許可された場合は，次の事項を遵守します。
	(1) 申請箇所には工作物，車，物置，植木等を置いたりせず，申請の目的以外には使用しないこと。
(2) 工事着手に先立ち，近隣住民に工事内容を説明し，苦情がないようにすること。また，工事期間中の現場管理は責任をもって行うこと。
(3) 占用期間中の占用物件の維持管理は，申請者が責任を持って行うこと。
(4) 占用料は，柏市が発行する納入通知書により遅滞なく納付すること。
(5) 占用者が変更となる場合は，速やかに承継等の手続きを行うこと。
(6) 継続占用しない場合又は占用を終了し若しくは廃止する場合は，原状回復の上，原状回復届を提出すること。
　また，担当課の指示があればそれに従うこと。
(7) その他，市の指示事項，許可条件，公共上必要な場合において，許可が取り消された場合は，その指示に従うこと。



※　この申請書は，添付書類を含め２部提出すること。

